
市第13号議案
峰沢第337号線等市道路線の認定及び廃止

ま ち づ く り 委 員 会
令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日
道 路 ・ 交 通 政 策 局



＜道路法＞（抜粋）

（市町村道の意義及びその路線の認定）

第８条 （第１項省略）

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村

の議会の議決を経なければならない。

（路線の廃止又は変更）

第10条 （第１項及び第２項省略）

３ 第７条第２項から第８項まで及び前条の規定は前２項の規定による都道府県道の路線の廃止又

は変更について、第８条第２項から第５項まで及び前条の規定は前２項の規定による市町村道の

路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。

＜提 案 理 由＞

峰沢第337号線等の路線を市道に認定し、及び峰沢第181号線等の市道路線を廃止

したいので、道路法第８条第２項及び第10条第３項において準用する同法第８条第

２項の規定により提案する。
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面積道路延⻑路線数
８６１ ㎡１６４ ｍ４ 路線全 体
４１４ ㎡８３ ｍ２ 路線公 道 移 管

内
訳 ２５４ ㎡４６ ｍ１ 路線開 発 行 為 等

１９３ ㎡３５ ｍ１ 路線路 線 整 理

面積道路延⻑路線数
２，７９７ ㎡１，２０８ ｍ２７ 路線全 体

８９８ ㎡４００ ｍ５ 路線払 下 げ
内
訳

２８８ ㎡１５８ ｍ１ 路線道 路 付 替
２０９ ㎡７９ ｍ８ 路線開 発 行 為 等

１，４０２ ㎡５７１ ｍ１３ 路線路 線 整 理

◎認定する路線

◎廃止する路線
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市第13号議案により認定及び廃止を行う路線の幅員、延⻑
◎認定する路線

参考図番号延 ⻑（ｍ）幅 員（ｍ）路線名称
157.534.50峰沢 337
225.325.29〜5.62峰沢 338
345.845.50東山田 431
434.955.50〜5.54下飯田 465
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◎廃止する路線
参考図番号延 ⻑（ｍ）幅 員（ｍ）路線名称

222.795.29〜5.62峰沢 181
55.901.85山元町 387
629.702.80〜4.00上大岡 49
622.501.80〜1.90上大岡 52
728.101.90〜2.00上大岡 64
762.801.80上大岡 72
724.001.80上大岡 74
721.701.80上大岡 78
716.501.80上大岡 79
78.201.80上大岡 80 5



参考図番号延 ⻑（ｍ）幅 員（ｍ）路線名称
873.720.86〜3.37笹下 5
9137.631.69〜2.11野庭 348
1013.420.67菅田 224
11157.651.78〜1.88羽沢 221
12150.962.49〜2.65⻑津田中部 151
12238.802.22〜2.62⻑津田中部 165
1223.872.38〜2.86⻑津田中部 196
1219.392.43⻑津田中部 198
1264.282.20〜2.54⻑津田中部 247
1212.002.26〜2.54⻑津田中部 248 6



参考図番号延 ⻑（ｍ）幅 員（ｍ）路線名称
1330.992.42〜2.63恩田 221
148.152.83〜2.86川和 109
148.972.64〜2.68川和 110
145.094.46〜4.48川和 112
156.412.16〜2.17下飯田 161
156.142.52〜2.58下飯田 220
157.942.51〜2.57下飯田 221
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